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第１章 空家等の対策計画の目的と位置付け

１ 計画の背景と目的

近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等、さ

らに社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、空き家が年々増加していま

す。

総務省により実施された平成２５年の「住宅・土地統計調査」（資料１参照）に

よると、全国の空き家率は１３．５％、本町においては８．５％となっており、全

国的な水準と比較すると決して高い水準ではありませんが、２０３３年には、全国

の空き家率が３０％を超えるとの見方を示しているデータがあるなど、今後も全国

的に空き家が増加するとみられています。

これらの空き家の中には、適切な管理がされていないことによる安全性の低下、

公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたり、地域住民の生活環境に悪影響を及

ぼしているものもあります。

このことから国は、平成２７年５月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措

置法（以下「法」という。資料２参照）」を施行し、さらに法第１４条第１４項の

規定に基づき「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要

な指針（ガイドライン）（以下「ガイドライン」という。ガイドライン概要、資料

３参照）」を定めるなどの整備を行いました。

こうした国の取組から、本町においても安全で安心な地域社会の実現に寄与する

ことを目的として、法に規定された空家等の対策を推進するために、平成３０年１

月１日に「板倉町空家等対策の推進に関する条例」（以下「条例」という。資料４

参照）を施行し、さらに「板倉町空家等対策の推進に関する規則」（資料５参照）

や「板倉町空家等対策協議会設置要綱」（資料６参照）をそれぞれ施行しました。

以上の背景を踏まえ、空家等の対策の実現のために、法及び条例に基づいた空家

等の対策を明確化して、総合的かつ計画的に推進する「板倉町空家等対策計画」（以

下「計画」という。）をここに定めるものです。

なお、本計画で使用する用語については、法による用語の定義と同一とし、「空

き家」については、法で規定されていない一般的な表記とします。
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２ 計画の位置付け

本計画は、法第６条及び条例第９条に規定された空家等対策計画として、平成３

０年１２月に発足した「板倉町空家等対策協議会」（以下「協議会」という。）での

協議を踏まえて策定しました。

本計画は、庁舎内の関係課だけではなく、庁舎外の関係団体等と連携して本町の

空家等対策の方向性を示すものです。また、「第１次板倉町中期事業推進計画」及

び「板倉まち・ひと・しごと創生総合戦略」と整合を図りながら、進めるものとし

ます。（図１参照）

図１ 計画の位置付け

３ 計画の期間

本計画の期間は、平成３１年度から平成３５年度までの５年間とします。

ただし、本計画は継続して適切な進行管理を行うとともに、社会情勢の変化等に

対し、必要に応じて適宜見直しを行うものとします。
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４ 計画の対象と地区

(1) 対象となる空家等

本計画で対象とする空家等は、法第２条第１項に規定する「空家等」及び法第

２条第２項に規定する「特定空家等」とします。

「空家等」（法第２条第１項）

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を

含む。）をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するも

のを除きます。

「特定空家等」（法第２条第２項）

次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

状態

(2) 対象となる地区

空家等は町内全域に見られ、さまざまな問題が起きる可能性があることから、

本計画の対象地区は、「町内全域」とします。
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第２章 空家等の現状と課題

全国的な空家等の増加による外部不経済は、防犯、景観及び衛生等の多岐にわたり

地域社会に対して悪影響を及ぼす問題を発生させて、地域の魅力が失われる要因とな

っています。

そのため空家等の現状を把握し、課題に対して対策を検討する必要があります。

１ 全国の空家等の現状

全国の住宅総数、空き家数及び空き家率の推移は、図２のとおりです。

総務省が実施した「平成２５年住宅・土地統計調査」によると、住宅総数は６，

０６３万戸といわれています。そのうち空き家数は約８２０万戸となっており、ま

た、住宅総数に対して空き家が占める割合（空き家率）については、１３．５％と

なっています。

図２のとおり空き家数、空き家率ともに年々増加していることから、今後とも増

加していくことが予想されています。

図２ 住宅総数、空き家数及び空き家率の推移

（単位：万戸）

資料：総務省統計局「平成２５年住宅・土地統計調査」
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２ 群馬県の空家等の現状

群馬県の住宅総数、空き家数及び空き家率の推移は、図３のとおりです。

平成２５年には、県内の住宅総数は９０２，９００戸であり、そのうちの空き家

数は１５０，１００戸となっています。空き家率にすると１６．６％であり、全国

平均１３．５％と比較しても３．１ポイント高い水準となっていることから、全国

的にみても空家等が深刻化している地域といえます。

図３ 住宅総数、空き家数及び空き家率の推移

（単位：戸）

資料：総務省統計局「平成２５年住宅・土地統計調査」

３ 板倉町の空家等の現状

本町の空家等の実態を把握し本計画策定及び空家等対策の資料とするために、板

倉町行政区長会に協力をいただいて、平成２４年１２月と平成２９年７月に空き家

の実態調査を行いました。（表１参照）

なお、本調査は「住宅・土地統計調査」と比較して、その調査内容及び調査方法

が異なります。調査対象及び調査方法については、以下のとおりです。

(1) 調査内容

①調査地区：板倉町全域（全１５行政区）

②調査期間：平成２９年７月２５日から同年８月２５日まで

③調査方法：地域住民からの情報及び建物外観目視による生活実態状況等によ

り空き家と判定する。

※工場、物置、空き地等は含んでいません。
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空き家と判定した住宅について、調査内容から下記のとおり程度判定を行います。

Ａ：適切な管理 （所有者等が、定期的に管理している）

Ｂ：やや不適切な管理（樹木雑草の繁茂、多少の損壊等がみられる）

Ｃ：不適切な管理 （倒壊の危険性や著しい樹木雑草の繁茂等、地域で問題

となっている）

表１ 地区別空き家の現状（平成２９年８月末日現在）

（単位：件数）

平成２４年 平成２９年 Ａ Ｂ Ｃ

第 １行政区 除川、西岡、西岡新田 ４９２ ２７ ３２ ２５ ４ ３

第 ２行政区 大曲、大荷場、細谷、離 ４０６ １０ １６ １１ ３ ２

第 ３行政区 籾谷、内蔵新田 ３９４ ７ ９ ６ ２ １

第 ４行政区 岩田 ２６１ ７ １９ １４ ５ ０

第 ５行政区 岩田 ４６７ ５ １０ ６ ３ １

第 ６行政区 板倉 ５０６ １３ ３１ ２８ ２ １

第 ７行政区 板倉 ５９５ １４ １５ １４ １ ０

第 ８行政区 飯野 ２５８ １２ １６ ７ ９ ０

第 ９行政区 大高嶋 ３０３ １３ ２２ １５ ６ １

第１０行政区 下五箇 ２４７ ８ １３ ５ ８ ０

第１１行政区 海老瀬 ２５８ ２ １０ ４ ３ ３

第１２行政区 海老瀬、朝日野２丁目 ４９８ １１ ２７ １８ ９ ０

第１３行政区 泉野 ２２８ ０ ７ ７ ０ ０

第１４行政区 朝日野１丁目 １８５ ０ １０ １０ ０ ０

第１５行政区 朝日野３・４丁目 ３８３ ０ １３ １３ ０ ０

合 計 ５,４８１ １２９ ２５０ １８３ ５５ １２

※住宅（平成２９年９月１日現在）
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(2) 相談内容

本町での相談内容の大半が樹木雑草の繁茂で占めていることから、樹木雑草が

繁茂しないように、所有者等に対して適切な管理を促す必要があります。

平成３０年度空家等の相談件数（１０月末日現在）

樹木雑草の繁茂 ４件

害虫、害獣 ２件

処分の相談 １件

合計 ７件

４ 空家等の課題

多岐にわたる空家等の問題を解決するための課題は、「発生の抑制」、「除却して

減らす」、「使用又は適切に管理して減らす」観点から、問題解決について考える必

要があります。

(1) 発生の抑制

地域における人口等の減少及び社会的産業構造の変化等の要因により、空家等

が増加しています。

こうして増加する空家等は、年数の経過により所有者等の把握が困難となりま

す。老朽化が進んだことにより除却等に要するコストが増大する等、問題が深刻

化し、解決が困難になることから、早期対応と発生させないための予防をする必

要があります。

(2) 不適切な管理に対する措置

管理が不適切な空家等の中には、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害

等多岐にわたり地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし、問題となっているものも

あります。

こうした状態の空家等が特定空家等になる危険性があることから、法及びその

他関係法令等に基づき適切な措置を行い、所有者等に是正を働きかける必要があ

ります。

(3) 適切な管理による利活用

空家等のうち、適切な維持管理が行われているものであれば、将来的には利活

用の余地があります。

そのため、利活用を促進する環境を整備する必要があります。
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第３章 空家等対策の方針

空家等の問題を解決していくためには、前章の空家等の課題で挙げた観点から、そ

れぞれの問題に対応した対策をする必要があります。

本計画では方針を次のように区分して、内容に即した対策を計画して実践します。

１ 空家等の発生予防の推進

法第３条からも空家等の管理責任は所有者等にあることが前提となっており、ま

ずは所有者等に対して空家等の何が問題であるかの認識を持ってもらうために、さ

まざまな媒体や機会を利用して、予防の周知啓発や情報提供等の支援に努めること

で、これ以上の空家等の発生予防を推進します。

２ 空家等の適切な管理の推進

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等の所有者等に対して、修繕、

立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために、必要な措置をとるよう助言

又は指導します。

また、特定空家等の該当の是非について協議会に諮問し、該当すると認定された

場合は、所有者等に対して法に基づく助言又は指導、勧告、命令、行政代執行等の

措置を段階的に行い、適切な管理を推進します。

３ 空家等の利活用の推進

空家等の予防及び適切な管理だけでなく、利活用や流通を進めることが空家等に

対する新たな魅力を生み出し、空家等の減少に寄与することから、空家等の跡地の

活用も含めた利活用を推進します。
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第４章 空家等対策の方針についての実施体制

方針を具体化するため、空家等の相談、情報提供等に対応する体制を組織します。

１ 庁舎内外の実施体制

地域住民からの通報相談及び空家等の所有者等からの管理や利活用に関する相談

に対して、その内容に応じた対策ができる体制を整備するとともに、関係課及び関

係団体等と円滑な情報共有等の連携ができるようにします。

(1) 庁舎内の関係課の実施体制

①総務課

・空家等に関する通報相談窓口の総括取りまとめ

・空家等の適切な管理の促進のための取組

・空家等の防犯、防災等に関する取組

・空家等のデータベースの作成、整備

・空家等の対策における関係課や関係団体等との調整、情報共有及び会議

等の実施

・空家等の対策計画の策定

・特定空家等に対する助言又は指導等の措置

②都市建設課

・道路上に張り出している樹木等の適正管理指導

・空家等の利活用のための制度の整備取組

③税務課

・特定空家等の固定資産税の住宅用地特例対象からの除外

・固定資産納税通知書等への空家等対策チラシの同封

・空家等の所有者等の調査をする際の固定資産税情報等の提供

④住民環境課

・各種手続きのため窓口来庁の際の情報提供等の対応

・空家等で衛生上有害となる害虫、害獣や不法投棄の監視指導

⑤福祉課

・社会福祉協議会や民生委員との連携

⑥健康介護課

・高齢者向け介護予防教室開催時等での予防啓発

・高齢者ひとり暮らし等世帯への予防啓発
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(2) 庁舎外の関係団体等の実施体制

①法律関係団体との連携

群馬弁護士会

・空家等の相続や権利に関すること

群馬司法書士会、法務局

・空家等の所有者等調査に関すること

・空家等の相続登記や権利登記に関すること

②不動産団体との連携

群馬県宅地建物取引業協会

・空家等の売買や賃貸等に関すること

群馬土地家屋調査士会

・隣地との境界確定等の表示登記に関すること

③建築関係団体との連携

群馬建築士会

・空家等の改修、解体工事等に関すること

④行政区との連携

行政区長会

・空家等の把握、情報に関すること

⑤その他関係機関との連携

館林警察署、板倉消防署

・空家等の防犯、防災に関すること

２ 地域住民等からの通報相談対応

空家等に関する地域住民等からの通報相談の窓口を一本化して、総務課で対応し

ます。相談を受けた空家等の状況の現地確認を行い、状況に応じて関係課及び関係

団体等と連携を図りながら、活用及び除却の両方の視点から対応策を検討します。

（図４参照）

３ 板倉町空家等対策協議会

本協議会は町長を会長として、計画の作成変更や特定空家等の認定等に関する審

議を行うために、１０人以内の委員で組織します。

特定空家等の認定については、立入調査の方針及び措置の方針を本協議会で審議

したうえで判定し、町長が認定します。特定空家等に対する措置の状況について本

協議会に報告し、行政代執行を行う場合には、あらかじめ本協議会の意見を聴くも

のとします。（資料７参照）
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図４　通報相談フローチャート

所有者等の意向に応じ
た情報提供等
・継続した適切管理
・利活用等

地域住民等からの通報相談

関係課

適切に管理されていない 適切に管理されている

関係団体等

適切な管理のための
助言又は指導等

改善されない

総務課
庁舎内外の協力連携

・地域住民等からの情報
・固定資産税台帳からの所有者情報の確認（法第１０条第１項）
・登記簿、住民基本台帳、戸籍謄本の確認（法第１０条第３項）
・空家等に関するデータベースの作成

空家等の現地確認調査及び所有者等の確認等

特定空家等の判定調査
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第５章 空家等の各種対策

方針を実践するための具体的な各種対策を推進します。

１ 空家等の発生予防対策

空家等の発生予防対策を推進するため、第一に所有者等に管理責任があることを

認識してもらうため、町ホームページ及び広報紙への掲載、リーフレットの配布等

を通じて、発生予防の周知啓発を行います。

また、以下の個別具体的な取組を行います。

(1) 窓口での情報提供等の対応

住宅所有者死亡により遺族等が各種手続きのため窓口に来庁した際には、以降

の適切な管理について情報提供等を行います。

管理が放置される要因として、所有者等の死後に相続が適切に行われずに複数

の相続人が生じる結果となり、相続人の所在が不明瞭になることなどが挙げられ

ます。

特に相続人が付近に居住しないひとり暮らしの高齢者が死亡した場合等は、適

切な相続が行われるよう相続対象者に空家等の発生予防の周知啓発を行う情報提

供等を行い、その後の管理状況等についても注視します。

(2) 納税通知書を活用した管理依頼

特定空家等が法に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税の「住宅用地の

特例」が解除されます。

そのため、法に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税の「住宅用地の特例」

が解除される旨の説明文を固定資産税の納税通知書に同封して、適切な管理を促

します。

また、空き家の発生を抑制するための税制優遇である特例措置（空き家の譲渡

所得３，０００万円特別控除）の周知を行い、譲渡を検討している空き家の所有

者等への啓発を行います。

固定資産税の「住宅用地の特例」

更地や店舗等の商業用地 特例適用なし

小規模住宅用地 住宅１戸につき２００㎡まで 価格の１／６

一般住宅用地 住宅１戸につき２００㎡超 価格の１／３
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「空き家の譲渡所得３，０００万円特別控除」（２０２３年１２月３１日まで）

相続時から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに、被相続

人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空家（耐震性の

ない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は取壊

し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から３，０

００万円を特別控除する。

(3) 各種予防啓発

高齢者が集う介護予防教室等の機会や、高齢者のひとり暮らし等世帯に対して、

関係課や関係団体等と連携した発生予防の周知啓発、情報提供等を行います。

２ 特定空家等の不適切な管理対策

空家等の不適切な管理対策を推進するため、特定空家等に該当するおそれがある

ものについては、空家等の所有者等に対して修繕、立木等の伐採その他周辺の生活

環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導を行います。

(1) 特定空家等の判断基準

特定空家等に該当するか否かを判断する基準は、ガイドラインに定める内容を

基本として対応します。（資料３参照）

(2) 特定空家等に対する措置の流れ

特定空家等に該当した場合は、法及びその他関係法令等に基づく措置を行いま

す。（図５参照）

３ 空家等の利活用対策

空家等の利活用を推進するため、空家等の所有者と空家の利用希望者を結びつけ

る施策を実施します。

空家等を売りたい（賃したい）所有者等が板倉町が運営する空家バンクに空家等

の情報を登録し、利用希望者が空家バンクの情報を元に空家等を利用できるように

します。

また、利活用に向いた良好な状態の空家等が空家バンクに多く登録されるよう、

空家バンク制度の普及啓発を図ります。
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行政代執行
法第１４条第９項

行政代執行法第３条第２項

所有者等の確認

標識の設置・公示
法第１４条第１１項

戒告
法第１４条第９項

行政代執行法第３条第１項

所有者等の確認可能 所有者等の確認不能

勧告
法第１４条第２項

公告
法第１４条第１０項

命令
法第１４条第３項

略式代執行
法第１４条第１０項

町長が特定空家等と認定

助言又は指導（法第１４条第１項）

不適切な管理だが
特定空家等以外

経過観察
予防対策

図５　特定空家等に対する措置の流れ

不適切な管理の空家等

板倉町空家等対策協議会にて審議

立入調査（必要に応じて実施検討）

-14-

行政代執行法（資料８参照）



住宅・土地統計調査

住宅・土地統計調査とは、住宅及びその住宅に居住する世帯の状況等の実態を把握

し、その現状と推移を明らかにするため、５年ごとに国の総務省統計局が行う統計調

査のことです。

調査員が、全戸調査ではなく調査対象となった一部の地区及び世帯を巡回のうえ調

査票を配布して調べて、全体を推計する抽出調査であり、調査結果の数値を基にした

標本調査となります。

同調査における空き家は、「二次的住宅」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「そ

の他の住宅」の４つに分類されます。

二次的住宅 ：別荘やセカンドハウスになっている住宅

賃貸用の住宅：新築中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅

売却用の住宅：新築中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅

その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤、入院等

のため、居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等

のために取り壊すことになっている住宅等
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年１１月２７日法律第１２７号）

（目的）

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体

又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用

を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特

別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成そ

の他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家

等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振

興に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生

活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

家等をいう。

（空家等の所有者等の責務）

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

（市町村の責務）

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう

努めるものとする。

（基本指針）

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項

(2) 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項

(3) その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。
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（空家等対策計画）

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対

策計画」という。）を定めることができる。

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活

用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同

条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しく

は第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対

処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

４ 市町村長は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に

関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

（協議会）

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市

町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構成する。

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（都道府県による援助）

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に

関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提

供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めな

ければならない。

（立入調査等）

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査
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を行うことができる。

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ

ることができる。

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等

にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが

困難であるときは、この限りでない。

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認めらたものと解釈し

てはならない。

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有

する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法

律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的

以外の目的のために内部で利用することができる。

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののた

めに利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所

有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、こ

の法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものと

する。

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関

し必要な情報の提供を求めることができる。

（空家等に関するデータベースの整備等）

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて

同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握する

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

（空家等及び空家等の跡地の活用等）

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す
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る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとす

る。

（特定空家等に対する措置）

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有

害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次

項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、

相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に

対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることがで

きる。

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書

の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者

又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければなら

ない。

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求すること

ができる。

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴

取を行われなければならない。

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前ま

でに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行し

ても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法

律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者

をしてこれをさせることができる。

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項

の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができない
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ため第３項に定める手続きにより命令を行うことができないときを含む。）は、市

町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又

はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しな

ければならない。

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その

他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することがで

きる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、

又は妨げてはならない。

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第

３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実

施を図るために必要な指針を定めることができる。

１５ 前各号に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国

土交通省令・総務省令で定める。

（財政上の措置及び税制上の措置等）

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用

に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものと

する。

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画

に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の

措置その他の措置を講ずるものとする。

（過料）

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以

下の過料に処する。

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円

以下の過料に処する。

附 則（略）
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板倉町空家等対策の推進に関する条例（平成２９年１２月５日条例第１３号）

（目的）

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、町の空家等対策の推進に関し必

要な事項を定めることにより、空家等の倒壊等を防止し、地域住民の生命、身体又

は財産を保護するとともに、その良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心

な地域社会の実現及び地域振興に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（民事による解決との関係）

第３条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と隣人その他当

該空家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間

で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

（空家等の所有者等の責務）

第４条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、所有し、又は

管理する空家等が次の各号のいずれかに該当する状態とならないよう、自らの責任

において適切な管理を行わなければならない。

(1) 老朽化又は地震若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態

(2) 建築材等が飛散するおそれがある状態

(3) 道路を損傷若しくは汚損し、又は構造若しくは交通に支障を及ぼすおそれが

ある状態

(4) 避難、消防等の活動に支障を及ぼすおそれがある状態

(5) 生活環境の保全上支障が生じるおそれがある状態

（町の責務）

第５条 町は、法及びこの条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ計画

的に実施するものとする。

（町民の役割）

第６条 町民は、空家等が及ぼす生活環境等への影響について理解を深めるとともに、

町が実施する空家等に関する施策に協力するものとする。

２ 町民は、空家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるもの

とする。

（実態調査）

第７条 町長は、法第９条に定めるもののほか、第６条第２項に規定する情報の提供

があった場合は、当該空家等について必要な調査を行うことができる。

（立入調査）

第８条 町長は、空家等について、前条の実態調査のほか、必要と認めるときは、法

第９条第２項の規定による立入調査を行うことができる。
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（空家等対策計画）

第９条 町は、法第６条第１項の規定に基づき、板倉町空家等対策計画（以下「対策

計画」という。）を定めるものとする。

２ 法で定めるもののほか、対策計画の策定等に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。

（協議会）

第１０条 町は、法第７条第１項の規定に基づき、対策計画の作成及び変更並びに実

施に関する協議を行うため、板倉町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。

２ 協議会は、委員１０人以内で組織する。

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。

（空家等に関するデータベースの整備等）

第１１条 町は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するた

めに必要な措置を講ずるものとする。

（所有者等による空家等の適切な管理の促進等）

第１２条 町は、法第１２条の規定に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を

促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な対策を講ずるも

のとする。

２ 町長は、特定空家等となるおそれのある空家等の所有者等に対し、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指

導をすることができる。

（空家等及び空家等の跡地の活用等）

第１３条 町は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。

（緊急措置）

第１４条 町長は、空家等が人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険

な状態が切迫していると認められる場合において、当該空家等の所有者等に当該危

険な状態を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、当

該危険な状態を回避するために、空家等に立ち入り必要な最小限の措置を所有者等

に代わって自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができ

る。

２ 町長は、前項の措置を講ずるときは、必要に応じ、協議会の意見を聴くことがで

きる。
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３ 町長は、第１項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に要した費用

を徴収することができる。

４ 町長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等

に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができない

とき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

（委任）

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。

（板倉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 板倉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３０

年板倉町条例第１９号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

農業資金等審査委員会 日 ９，０００

会長 額

〃 委員 日 ８，０００

額

」

を

「

農業資金等審査委員会 日 ９，０００

会長 額

〃 委員 日 ８，０００

額

空家等対策協議会委員 日 ９，０００

額

」

に改める。
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板倉町空家等対策の推進に関する規則（平成３０年１月３１日規則第２号）

（趣旨）

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）及び板倉町空家等対策の推進に関する条例（平成２９

年板倉町条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（協議会の組織）

第３条 条例第１０条の規定による板倉町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が必要と認める者

２ 協議会に会長を１人置く。

３ 会長は、町長をもって充てる。

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

５ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。

（協議会の庶務）

第４条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

（立入調査）

第５条 法第９条第３項の規定による空家等の所有者等への通知は、立入調査実施通

知書（別記様式第１号）により行うものとする。

２ 法第９条第４項の規定による証明書は、立入調査員証（別記様式第２号）とする。

（特定空家等の認定）

第６条 町長は、前条の立入調査の結果を基に、協議会において協議し、特定空家等

を認定するものとする。

２ 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対

し、特定空家等認定通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。ただし、

過失なく当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

３ 前項の規定による通知を行った場合において、町長は、特定空家等の所有者等が

必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等で

ないと認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、特定空家等認定解除通知書（別

記様式第４号）により通知するものとする。

（助言又は指導）

第７条 法第１４条第１項の規定による助言又は指導は、空家等の適切な管理に係る

助言・指導書（別記様式第５号）により行うものとする。

（勧告）

第８条 法第１４条第２項の規定による勧告は、空家等の適切な管理に係る勧告書（別

記様式第６号）により行うものとする。

（命令に係る事前通知等）
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第９条 法第１４条第４項の規定による事前通知は、空家等の適切な管理命令に係る

事前通知書（別記様式第７号）により行うものとする。

２ 法第１４条第４項の規定による意見書は、空家等の適切な管理に係る意見書（別

記様式第８号）により行うものとする。

３ 法第１４条第５項の規定による請求は、空家等の適切な管理に係る意見聴取請求

書（別記様式第９号）により行うものとする。

４ 法第１４条第７項の規定による通知は、空家等の適切な管理に係る意見聴取実施

通知書（別記様式第１０号）により行うものとする。

（命令）

第１０条 法第１４条第３項の規定による命令は、空家等の適切な管理に係る命令書

（別記様式第１１号）により行うものとする。

（公示の方法）

第１１条 法第１４条第１１項の規定による標識の設置は、標識（別記様式第１２号）

で定める標識により行うものとし、同項の規定による公示は、次に掲げる方法によ

り行うものとする。

(1) 板倉町公告式条例（昭和３０年板倉町条例第１号）第２条第２項に規定する掲

示場への掲示

(2) その他町長が必要と認める方法

（行政代執行）

第１２条 法第１４条第９項の規定による行政代執行（以下「代執行」という。）を

行う場合の行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定による戒

告は、戒告書（別記様式第１３号）により行うものとする。

２ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、

代執行令書（別記様式第１４号）により行うものとする。

３ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第４条の規定による証票は、執行責

任者証（別記様式第１５号）のとおりとする。

４ 代執行に係る行政代執行法第５条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命

令書（別記様式第１６号）により行うものとする。

（緊急措置）

第１３条 条例第１４条第４項の規定による通知は、緊急措置通知書（別記様式第１

７号）により行うものとする。

（委任）

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成３０年２月１日から施行する。

別記様式第１号（第５条関係）

立入調査実施通知書

[別紙参照]
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別記様式第２号（第５条関係）

立入調査員証

[別紙参照]

別記様式第３号（第６条関係）

特定空家等認定通知書

[別紙参照]

別記様式第４号（第６条関係）

特定空家等認定解除通知書

[別紙参照]

別記様式第５号（第７条関係）

空家等の適切な管理に係る助言・指導書

[別紙参照]

別記様式第６号（第８条関係）

空家等の適切な管理に係る勧告書

[別紙参照]

別記様式第７号（第９条関係）

空家等の適切な管理命令に係る事前通知書

[別紙参照]

別記様式第８号（第９条関係）

空家等の適切な管理に係る意見書

[別紙参照]

別記様式第９号（第９条関係）

空家等の適切な管理に係る意見聴取請求書

[別紙参照]

別記様式第１０号（第９条関係）

空家等の適切な管理に係る意見聴取実施通知書

[別紙参照]

別記様式第１１号（第１０条関係）

空家等の適切な管理に係る命令書

[別紙参照]

-28-



別記様式第１２号（第１１条関係）

標識

[別紙参照]

別記様式第１３号（第１２条関係）

戒告書

[別紙参照]

別記様式第１４号（第１２条関係）

代執行令書

[別紙参照]

別記様式第１５号（第１２条関係）

執行責任者証

[別紙参照]

別記様式第１６号（第１２条関係）

代執行費用納付命令書

[別紙参照]

別記様式第１７号（第１３条関係）

緊急措置通知書

[別紙参照]
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板倉町空家等対策協議会設置要綱（平成３０年７月１８日告示第７１号）

（趣旨）

第１条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき組織する板倉町空家等対

策協議会（以下「協議会」という。）について、板倉町空家等対策の推進に関する

条例（平成２９年板倉町条例第１３号）及び板倉町空家等対策の推進に関する規則

（平成３０年板倉町規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（所掌事務）

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 板倉町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 特定空家等の措置の方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し協議会が必要と認めること。

（組織）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 宅地建物取引士

(4) 土地家屋調査士

(5) 建築士

(6) 消防職員

(7) 法務局職員

(8) 行政区長

(9) その他町長が必要と認める者

（会議）

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴

取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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板倉町空家等対策協議会委員名簿

№ 役職 氏名 選出区分 所属団体等

1 会長 栗原 実 町長 板倉町

2 委員 井野口 通隆 弁護士 群馬弁護士会

3 委員 青木 史和 司法書士 群馬司法書士会

4 委員 川島 勝 宅地建物取引士 群馬県宅地建物取引業協会

5 委員 岡田 敏夫 土地家屋調査士 群馬土地家屋調査士会

6 委員 斎藤 昇司 建築士 群馬建築士会

7 委員 中田 清 消防職員 館林地区消防組合

8 委員 深代 雄二 法務局職員 前橋地方法務局太田支局

9 委員 青木 文雄 行政区長 板倉町行政区長会

（敬称略）
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平成３０年１０月１日委嘱（任期２年）

資料７



行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

第１条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、こ

の法律の定めるところによる。

第２条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直

接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為（他人が代つてなすこ

とのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によ

つてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著し

く公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為を

なし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することがで

きる。

第３条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、その

期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しな

ければならない。

２ 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、

当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣

する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知

する。

３ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の

必要があり、前２項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代

執行をすることができる。

第４条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本

人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示し

なければならない。

第５条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期

日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

第６条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することがで

きる。

２ 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特

権を有する。

３ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国

庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

附 則（略）
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